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令和４年５月２４日(火)に尾西商工会館において「尾西商工会第５８回通常総代会」を開催。
令和３年度事業報告書・収支決算書及び令和４年度事業計画書・収支予算書等が審議され、
原案どおり可決承認されました。



役員を退任（役員等在職８年以上）され、感謝状が贈
呈された方々。 （敬称略）

起支部 総 代 鈴木 康友
三条支部 総 代 故 森 利貞

総 代 故 川島 敏広
総 代 岩田 登司郎

大徳支部 総 代 榊原 浩至
朝日支部 振興委員 大島 好登

第２５回優良従業員表彰にて各賞を受賞された方々。
（敬称略）

愛知県知事賞 清水歯科 渡辺 恵子
艶清興業㈱ 武藤 芳久

一宮市長賞 大洋工業㈱ 小川 剛史
㈱吉田組 渡邊 学
艶清興業㈱ 加藤 三規宏
艶清興業㈱ 岩田 逸実
㈱五藤精密 青木 秀晃

尾西商工会長賞 大洋工業㈱ 時田 計友
尾西信用金庫 大澤 諒祐
㈱五藤精密 若山 裕介
㈱五藤精密 横井 鍛
㈱五藤精密 會田 喜美江
㈱五藤精密 古崎 智久

第１８回笑顔の接客店表彰にて表彰された方々。
（敬称略）

起支部 川味菜館
小信中島支部 和食 一作
三条支部 ㈱前田モータース
大徳支部 Café ペパーミント
朝日支部 珉珉
開明支部 高橋事務所

【役員等功労者感謝状贈呈】

【笑顔の接客店表彰】

【優良従業員表彰】



令 和 ４ 年 度 商 工 会 の 重 点 事 業

①ポストコロナを見据えた事業者への伴走型支援の推進
新型コロナウイルス感染症の先行きが見通せない中で、事業者のポストコロナを見据えた様々

な取組みに対し、関係支援機関及び専門家と連携しながら、事業者に寄り添った伴走型の支援を
する。
事業者が国・県のコロナ支援を受けるために行う、電子申請・認証についての申請支援をする。

②地域事業者の経営課題解決のための相談・支援
事業者の販路開拓や生産性向上、合理化・効率化、さらには事業承継など複雑化する地域の事

業者の経営課題等を、あいち産業振興機構、関係支援機関及び専門家と連携し、課題解決に向け
支援する。

③会員増強・組織率向上に向けた取組みの促進
窓口・巡回による経営支援を推進し、会員満足度の向上を図るとともに、商工会事業活動の積

極的なＰＲと組織一丸となった未加入事業者の入会を促進することで、商工会の基盤強化を図る。

日 時 随時
※個別に日程調整を行いますので、事前に商工会(0586-62-9111)までご相談ください。

会 場 尾西商工会 ２階 会議室
相談応対 日本政策金融公庫一宮支店職員

※ご相談の際には、確定申告書・決算書（直近２期分）等をご持参ください。

マル経融資 新型コロナウイルス対策マル経

対象者
従業員２０人（宿泊業と娯楽業を除く商
業・サービス業は５人）以下の法人・個
人事業主

左記の要件に加えて、新型コロナウイルス感染症の
影響を受け、最近１か月等の売上高または過去６か
月の平均売上高が前４年のいずれかの年の同期と比
較して５％以上減少

貸付限度額 2,000万円 別枠1,000万円

貸付利率
１.２１％

（令和４年５月２日現在）

当初３年間：０.３１％
※下記条件に該当した場合無利子化

・個人事業主→ 要件なし
・法人→売上高が１５％減少

４年目以降：１.２１％
（令和４年５月２日現在）

貸付期間
（据置期間）

設備資金：１０年以内（２年以内）
運転資金： ７年以内（１年以内）

設備資金：１０年以内（４年以内）
運転資金： ７年以内（３年以内）

担保・保証人 担保、保証人は不要です。

融資相談会のお知らせ



第４５回青年部総会において、
青年部長に野田一郎さんが就任
されました。本年度も定例会や、
イベントへの参加、小学校への
記念品の贈呈等、様々な事業を
通じて自社の発展・地域の発展
につなげていきます。貴重な異
業種・同業種交流の場です。
４５歳以下の個人事業主・中小企業の経営者またはその後継者の皆さん、男女問い

ませんので同世代の仲間を作り、一緒に楽しく活動しましょう！詳しくは商工会までご
一報ください。

第１回定例理事会

開催日時：令和４年４月１１日(月)午後３時３０分～
決議事項：
第１号議案 第２５回優良従業員表彰について
第２号議案 第１８回笑顔の接客店について
以下 第３号議案～第６号議案

開催日時：令和４年５月９日(月)午後３時～
決議事項：
第１号議案 令和４年度尾西商工会総代会

提出議案について
第２号議案 役員等功労者感謝状被贈呈者について
以下 第３号議案～第４号議案

第２回定例理事会

商 工 会 イ ベ ン ト 情 報 ・ 活 動 報 告

青年部だより（部員募集中！）

青年部長
野田 一郎さん

第３３回びさいまつり
青年部模擬店の様子

日時 令和４年６月１１日（土）・１２日（日）
会場 一宮市三条 御裳神社

神社内に咲く７０種類以上約8,000株のアジサイをお楽しみください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、境内は飲食禁止です。
また、マスクの着用・ソーシャルディスタンスの確保などにご協力を
お願い申し上げます。
※近くに駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。

第２２回尾西あじさいまつり



暮らしや事業の中でいろいろな悩み・トラブル そんなときこそ、行政書士が頼りになります！

相談してみませんか？（要予約・相談無料）

■日 時 随時開催（月～金の午後１時～４時）
■会 場 尾西商工会 ２階会議室
■申 込 先 尾西商工会 ０５８６－６２－９１１１

行政書士法における業務範囲内でのご相談をお引き受けいたします

行政書士無料相談会のお知らせ

４月２７日に女性部総会を開催しました。
令和４年度も感染予防対策をしながら、知識・
能力等の向上や健康増進に役立つ事業や、地域の
福祉活動などを実施します。
総会に続き、姿勢整体師 森みどり氏をお招き
し、悪い姿勢を原因とする健康障害についてお話
しいただき、自分で正しい姿勢に整える方法を具
体的にご教授くださいました。腰痛や肩こりなど
の改善にとても参考になるお話でした。
引続き、会場を三条の日本料理店「懐石處 末
木」に移動し女性部員交流会を開催しました。久
しぶりに部員が顔を合わせ和やかな交流会となり
ました。
女性部では一緒に活動していただける方を募集
しております。将来を担う女性経営者・ご家族の
皆様からのご連絡をお待ちしております。

女性部だより（部員募集中！）

○相続(遺産分割協議書)・遺言
○建設業許可 ○風俗営業許可
○農地転用 ○不動産関係
○自動車登録・車庫証明 ○著作権

○各種契約書・合意書 ○定款・法人設立
○食品営業許可 ○土地開発
○戸籍関係 ○帰化・入管関係
○各種許認可申請手続き

愛知県行政書士会 一宮支部



◆「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和４年３月30日に国会で成
立しました。 令和４年４月１日から令和５年３月31日までの雇用保険料率は
以下のとおりです。
・ 令和４年４月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
・ 令和４年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
・ 年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

令和４年度雇用保険料率のご案内

9.5/1,000

事業の種類

負担者
失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業
の保険料率

3.5/1,000

4/1,000

（3年度）

9/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業

7.5/1,000 4/1,000 3.5/1,000

8/1,000 4/1,000 4/1,000 12/1,000

（3年度） 3/1,000 6/1,000 3/1,000 3/1,000

8.5/1,000 4/1,000 4.5/1,000

4/1,000 3/1,000

11.5/1,000

11/1,000

12.5/1,000

①＋②
雇用保険料率

一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 3/1,000

7/1,000

②①
事業主負担労働者負担

(失業等給付・育児休業給

付の保険料率のみ）

建設の事業

（3年度）

4/1,000

4/1,000

4/1,000

13.5/1,000

負担者
①＋②

雇用保険料率
失業等給付・

育児休業給付の
保険料率

雇用保険二事業

の保険料率事業の種類

①
労働者負担

一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 5/1,000 3.5/1,000

(失業等給付・育児休業給

付の保険料率のみ）

②

16.5/1,000

農林水産・※
清酒製造の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000

建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 6/1,000 4.5/1,000

事業主負担

〇令和４年４月１日～令和４年９月３０日

〇令和４年１０月１日～令和５年３月３１日

※ 園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。

（枠内の下段は令和３年度の雇用保険料率）



適格請求書発行事業者（登録事業者）のみが適格請求書（インボイス）を
発行することができます。

・インボイスを発行するためには、登録申請が必要です。

・

課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが
交付するインボイスが必要です。
課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、
インボイスが不要です。
消費者、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です。

登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の
申告が必要です。
登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者とな
る必要はありません。なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が
控除できます。（経過措置終了後は控除できません）

◇

◇

◇

◇

◇

◆登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

令和５年１０月１日から

インボイス制度が始まります！

消費税

売上先からインボイスの交付を求められるか、検討・確認をしてみましょう

登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう

インボイス制度についての一般的なお問合せ
軽減・インボイス 電話番号 0120-205-533（無料）
コールセンター 受付時間 9：00 ～ 17：00（土日祝除く）



あなたの企業も子育て支援！

「あいちっこ家庭教育応援企業」募集中

１ 仕事を語ろう、働く姿を見せよう
２ 学校へ行こう
３ 子どもの体験活動を支援しよう
４ 家庭教育の大切さを学ぼう

家庭教育を支援するための職場環境づくりに取り組み、愛知県教育委員会と相互に協力して、
愛知における家庭教育の一層の推進を図ろうとする取組に賛同する企業・事業所を募集してい
ます。県教委生涯学習課ＨＰ「家庭教育を支援する職場の募集」をご覧いただき賛同していた
だける企業は賛同書を提出してください。

申込・問合先：愛知県教育委員会 生涯学習課
直通電話 ０５２-９５４-６７８０ ファックス ０５２-９５４-６９６２
Ｅメール syogaigakushu@pref.aichi.lg.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.pref.aichi.jp/site/kateikyouiku2/katei-ouenkigyou-bosyu.html

家庭教育を応援する取組

※愛知県公契約条例に基づく契約審査等にあたり、「あいちっこ家庭教育応援企業」
賛同状況が評価対象となっています。
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